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令和５年度高槻市自立支援医療（育成医療・更生医療）指定医療機関を対象とする 

集団指導について（通知） 

 

 平素より、本市の福祉行政に対し、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第６６条に基づく、

指定自立支援医療機関への集団指導として、下記ホームページにて「高槻市自立支援医療

（育成医療・更生医療）指定医療機関手引き」にまとめておりますので、必ずご確認及び遵

守いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

また、以下の通り主な変更点及び留意点等についてお知らせいたしますのでご確認くださ

い。 

 

 

記 

 

 

【高槻市自立支援医療（育成医療・更生医療）指定医療機関手引き】 

高槻市ホームページ＊ページＩＤ検索に『０９０３９１』と入力し検索 

 

【主な変更点及び留意点等】 

１．  自立支援医療受給者証及び自己負担上限額管理票の色の変更について 

現在交付している自立支援医療受給者証及び自己負担上限額管理票は黄緑色となってい

ますが、令和６年４月１日発送分から薄紫色（通知に添付している色）へ変わります。 

移行時期については、両方の色が混在するので、ご留意ください。 

 

２． 薬局の開設者の変更について 

令和４・５年度に開設者の変更があった薬局に対して、開設者が法人等になっている場合、

代表取締役に変更が生じても、指定内容変更届出書（様式４）の提出は不要と説明させてい

ただいた薬局がありましたが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律第５９条第３項に基づき、誓約書の提出が必要となるため、本通知以降の開設者の変更に

ついては、誓約書の提出の際に、指定内容変更届出書（様式４）も併せてご提出いただきま



すようお願いします。 

 

３． 特定疾病併用者について 

特定疾病療養受療証交付対象者について、特定疾病制度の適用がされず、自立支援医療費

の請求となっている指定自立支援医療機関が散見されます。 

当市へ特定疾病療養受療証の提示があった対象者については、自立支援医療受給者証の「特

定疾病療養受療証」の欄が「有」となっています。該当者については、指定自立支援医療機関

におかれましても特定疾病療養受療証の提示を求めていただき、特定疾病制度を適用してい

ただきますようお願いいたします。審査内容によっては、返戻させていただく可能性があり

ます。 

 

４． 重度障がい者医療証交付対象者について 

自立支援医療対象者であり、重度障がい者医療証が交付されている対象者について、対象

者へ自立支援医療の制度のご案内がされていない指定自立支援医療機関が散見されます。 

ご案内後、対象者が申請されない場合はありますが、基本的には自立支援医療が優先とな

るため、対象者へはご案内及び申請勧奨していただきますようご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高槻市健康福祉部福祉事務所障がい福祉課 

自立支援医療(育成･更生) 担当：長谷川・池田 

Tel （０７２）６７４－７１６４ 

Fax （０７２）６７４－７１８８ 

E-mail hukusi-82@city.takatsuki.osaka.jp 


